
SOS キンダードルフの創設者へルマン・グマイナー及び最新の養護形態に関する研究

はじめに
まず、創設者へルマン・グマイナーがどのよう
な人物か、その人間像を考察するためにグマイナ
ーの言葉が収められた『この世界のすべての子ど
もたち（邦題、論者）』から、主に彼の信仰につ
いて書かれている箇所の和訳を試みた。
次に、8月 22日から 30日まで、SOSキンダー

ドルフの国際本部と 2カ国のキンダードルフ（以
下、見出し以外は子どもの村とする）を視察した
際に得られた最新の情報と、わが国における子ど
もの村導入に関する今後の展望を論じる。

Ⅰ　SOS キンダードルフの創設者、ヘルマン・
グマイナーの信仰について
グマイナーは、熱心なカトリック信者でありな
がら、世界の戦争孤児や児童虐待に受けている子
どもたちを救うために、その土地の宗教に対して
寛容な姿勢をとった。しかし、この組織そのもの

がキリスト教精神によって創設されたことは、彼
の言葉からして自明である。今回は、信仰に関す
る部分のみを翻訳した。
1．－私の信仰－
「私はキリスト教徒である。そして、今や私の
中でキリスト教信仰がますます、何かとてつもな
く大きなものになっていることを感じている。主
イエスは、私たちに山々を動かし、世界を根本か
ら変える力をお与えになる。主イエスは私たちが
世界を全く新たに再構築することができるよう元
気づけてくださる。
もしかしたら、他の宗教にもまたこの大きな確
信と原動力があるかもしれない。しかし、私はた
だ、自分のキリスト教信仰の中でしか経験したこ
とがない。主イエスは、偉大な力を通して、忌む
べき重罪を犯す可能性のある人間であっても、そ
の人間を信じなさいということを繰返し教えてく
ださる。私は人を信じる、なぜなら私はイエス・
キリストを信じているからである。」（91）1）

2．－アッシジのフランチェスコ－
「アッシジを訪れて 3日間が過ぎた。我々は帰
国する、ここで感じることができる喜びに満たさ
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れて。私たちは、ここで神の恩寵を受けることが
許された。恩寵を受けるということは、見返りな
しに得た何かを贈られることといえる。私たちが
ここで体験することが許されている恩寵とは、信
仰、希望、愛と表現されるものである。信徒とし
て、我々は自分たちの子どもの村、自分たちの家、
そして私たちの子どものもとに戻る。この地でフ
ランチェスコの精神を携えて。
私たちは再び神の愛の中で強められた。
もし、毎日ここで生活することが許されたら、
自分たちの抱いている不安や心配を軽減させ克服
することができたであろう。なぜならアッシジの
精神を自分の中に取り込むことができるからだ。
我々はその精神を神よりいただいた。私たちは、
光をもたらす者、キリストによる光をもたらす者
である。光は私たちを強め幸せにする。
25年前、私たちは子どもの村職員たちと一緒

に初めてアッシジに来た。今日は、私たちの多く
が時の流れをゆっくりと感じ、穏やかな気持ちで
日が暮れていくのを見た。神よ、やがて夜がやっ
てくる前に、私たちにとって平和に満たされた夕
べを与えたまえ。しかし、そしてまた朝が訪れる。
するとまた新しい日が始まるだろう。新しく生ま
れ変わるのである。
私たちは今日希望を携えアッシジを離れるの
だ。」（97）
「聖フランチェスコの本質は、彼が何ら所有物
をもたない人生を送ったことではなく、彼が心の
底から喜びで満たされた、幸せな人間であったと
いうことにある。彼の生き方によって、どんな人
間でもあらゆる束縛からの徹底的に解放されるべ
きだということが証明された。貧しさは彼をいと
も簡単に自由にした。だが、私たちは彼のように
生きることはできない。
私たちはそのような生き方をするにはあまりに
も弱すぎる。（後略）」（202）
3．ベツレヘム
「私は、SOSキンダードルフからベツレヘムに
来た。クリスマスイヴである。私たちは、今日
世界各国に SOSキンダードルフを建設してきた。
そのどれもがベツレヘムである。なぜなら、私た
ちの村すべては、飼い葉桶（託児所、または救
い）が必要な子どもたちすべてを受け入れる平和

の村、すなわち故郷だからである。すべてベツレ
ヘムの子どもたちである。神よ、私たちに力を与
えたまえ。」（26）
4．私が旅行する時
「私が旅行する時、旅行者として行動すること
はない。私は観光などしない。どの国においても
人は私に決して特産物や美観などではなく、悲し
みや貧困に直面している状態を見せてくれる。な
ぜなら、彼らは私が途中で貧困を軽減するために、
あるいは最も貧困な人々を救済するために来たこ
とを知っているからである。しばしば私にとって
とても困難であるのは、私自身難しい立場にある
人間であり、しばしば第三世界の貧困地域の中で
私に訴えていることに対して、恐ろしいことに、
全て自力でやってしまわければならない状況であ
るからである。何度も祈っているので、そのこと
によって何とか困難を切り抜けている。」（27）
5．－世界の宗教－
「SOS子どもの村の理念は、我々がすべての大
いなる世界の宗教に手を差し伸べるということで
ある。よって、SOS子どもの村では、キリスト教徒、
イスラム教徒、ヒンズー教徒、仏教徒、そしてユ
ダヤ教徒が一つの作業を共に行い、一つの大きな
家族で理解と和解をしてきた。我々は、共存する
ことを必要としている。我々は、地球という共通
の故郷の中でよりより平和を求めている。」（25）

これらは、グマイナー個人の確固たる宗教観と、
世界の子どもたちを救うために、組織として宗教
に対して寛容な姿勢を貫いていることを表してい
る。2）

また、設立当初からグマイナーとともに子ども
の村に関わってきたフリッツ・ハイダーは次のよ
うに回想している。
「宗教を信じることを、グマイナーは子ども時
代から心に深く刻み込んでいた。一緒に活動し始
めた当初から私たちは、神や世界、そして宗教に
ついて際限なき議論を交わした。グマイナーは、
自由な考えの両親の下で育った私に、自分の宗教
観を理解させようとしていた。飽きることなく私
たちは議論した。後年、彼は宗教的見地をあまり
好まなくなった。時が経つごとに彼は素朴で単純
な世界像と神の姿を描いていた。彼は子どものよ
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うな純粋な信仰を持ち、人間存在の最終的な問い
に対して答えることは人間の知性では不可能であ
り、神の英知のみが示すことを知っていた。キリ
ストは、彼にとって『かけがえのない隣人』だっ
た。彼は、まるで友人の話をするようにキリスト
について語った。彼はキリストにとって『善き友
人』なのだ。だからといって、キリストへの畏敬
の念を失っているのではなく、むしろその逆であ
った。
ヘルマン・グマイナーの信心深さは、1946年
に書いた手紙の一節に表れている。『土曜日、私
は生家に着いた。私を生み、私に祈りを教えた亡
き母を抱く大地に再び足を踏み入れたことに感謝
する。私は、自分に与えられたものを当然として
受け入れないようにしたい。私の心は、神に対す
る感謝と神が創造された生命への愛で満たされて
いる。』」3）

以上から、先述した通り、彼自身がキリスト教
精神によって組織を設立させたことが分かる。だ
が、組織が拡大するにつれてさまざまな宗教を容
認する必要性が生じてきた。組織の本質は傷つい
た子どもたちを救うことであり、信仰を強制する
ことではない。むしろ、他宗教を容認することで
より多くの子どもを救い、養育することが可能に
なったということができる。
　
Ⅱ　2カ国のキンダードルフ
今回訪問した子どもの村はいずれも特徴的な運
営形態として有名である。調査団一行は事前に誰
に対して何についてどのように質問し、いかなる
観点から視察するかを事前に協議した。
金子は、日本における SOSキンダードルフ研
究の第一人者であり、森本美絵 4）は里親制度に
高い関心を寄せ、中島は創設者へルマン・グマイ
ナーの精神がどのような形で変貌を遂げているか
といった点に興味があった。事前に目を通した資
料として、SOS子どもの村のホームページ（以下、
HP）や子どもの村が発行している印刷物がある。
しかし、HP以外のいずれも数年前の資料である
ため、現在とはかなり異なった様相を呈している
ことが予想された。その点についても視察し、今
後の国内での活動に示唆が与えられるよう調査項
目を絞り込んで訪問した。

最初に、シャトーダンであるが、資料に夫婦職
員がいるとの情報があったので、夫婦職員の家族
運営を中心に聞くことにした。次に、国際本部で
あるが、現在どのようなコンセプトで世界各国に
おいて活動しているのか、一代限りの「おかあさ
ん」職員 5）について質問することにした。イム
ストでは、子どもの村発祥の地として有名だが、
現在ではどのような形態で子どもたちが暮らして
いるのか、といった点などを中心に放してもらう
ことにした。最後のウィーン市では、都会型の村
として新しい試みがなされているので、その試み
が 2年間でどのような成果を上げているかを聞い
てみることにした。
なお、質疑応答については、ハイフンのついた
部分が調査団による質問で、それに対する回答は、
括弧をつけることで、誰が答えたか分かるように
した。
1．SOSキンダードルフ・国際本部
インスブルック市、オーストリアチロル州の州
都（人口約 14万人）の郊外にある。
国際本部の概要
インスブルック市中心部から約 3kmの所に本
部がある。本部の建物はもともと「青年の家」で
あったが、以前の本部が手狭になったのでここに
移転した。かつては、ヘルマン・グマイナー・ア
カデミーと事務局とは別にあったが、この場所に
統合した。もともとこの建物は、「知識と方針の
センター」と名づけて、世界中の SOS子どもの
村「おかあさん」だけでなく、事務局スタッフな
ども研修を受けていた。今でも世界中のスタッフ
がこの場所に集まるが、講習会・勉強会を開くの
は「おかあさん」のためだけでなく、運営スタッ
フにも定期的に行うことが重要だと考えている。
国際会議場には、4か国語で同時通訳する機能も
備わっている。
本部の役割は、世界中の子どもの村組織をまと
めることである。クティン会長のオフィスもあり、
重要な決定は全てここで行われている。各国によ
って法律は異なるが、世界的な非営利団体である
SOS子どもの村組織を統括する場所である。た
とえば、この組織はバングラディッシュには存在
していない。バングラディッシュには非営利団体
の法律がないので、国際本部が代わりに運営して
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いる。したがって、バングラディッシュの最高責
任者は、クティン会長になっている。現在、世界
132か国で活動を展開しているが、そのうち 7、8
か国の活動をこの本部が直接運営している。ここ
の最大の目的は、各国で活動するのに必要な収入
を確保すること、そして各国に状況に合った養育
理念を現地で構築することである。しかし、各国
で新しく村を設立する際には、国際本部から資金
が流れるシステムになっている。
各国の子どもの村では、毎年収入を確保して、

人件費や運営費にあてているが、利益を生み出す
場合がある。その際は、次の年に赤字国に資金を
送るようにしている。毎年、本部に各国の収支決
算書が送付されてくる。ドイツやオーストリアの
ような国では、毎年大きな黒字になるため、その
利益は次の年に発展途上国などに送られている。
現在、ドイツでは大企業がスポンサーとなってい
るために、ドイツが最大の収入国となっている。
各大陸にそれぞれ支部があり、それをまとめて
いるのがここ国際本部である。西ヨーロッパのオ
フィスもこの場所にある。現在、132か国で 146
のオフィスが運営されている。インドのような大
きな国ではオフィスが一つでは足りないからであ
る。ルクセンブルグやフランスなどにもいくつか
のオフィスを置いているのは、資金を調達するた
めである。また、村が存在していない国に事務局
が置かれている場合もある。
ヘルマン・グマイナー・アカデミーを含めて国
際本部では、総勢 120人の職員がいる。最近の事
業として、エイズに感染した子どもたち、障害を
持ったこどもたち、そして家族の関係が壊れてし
まった子どもたちへの支援が行われている。ここ
の本部では各部署が独立しているのではなく、そ
れぞれが連携して仕事をしている。
以下では、各部署の説明をする。
（1）養育方法開発部
2008年 4月にポッシュ博士が率いる養育方法

開発部が発足した。世界中の養育方針がここに集
められて、その管理を行っている。管理とは、組
織の質を確保し、養育の質の維持、向上を行って
いる。24人のスタッフがいるが、契約社員もいる。
ここでは、子どもが一人の大人になるための養
育システムを考えている。そのためには、子ども

の発達支援と実親支援が必要となる。その際、真
の人と人との絆を作り上げることが大切だと考え
ている。愛着理論は、「おかあさん」と子どもと
の養育プログラムを開発する上でとても重要視し
ている。この理論に関しては、現在ドイツの大学
と共同研究していて、近々その成果が発表される
予定である。
（2）コミュニケーション部

SOS子どもの村同士のコミュニケーションや
雑誌（3か月に 1回、4か国語で発行）などの印
刷物を発行して、外部に対して我々がどのような
活動を行っているかを理解してもらう業務を行っ
ている。また、各国の活動を支援するため、毎週
情報更新して HPに掲載している。言語は、ドイ
ツ語、英語、フランス語、スペイン語、場合によ
ってはロシア語を使用している。印刷物を発行す
る際に、必ず現地で取材を行う。
（3）建設部
新しい子どもの村の建設を担当する部署であ
る。各国の建設委員会の報告を受け、ここで全て
管理している。オーストリアから現地に建築家を
派遣することはないが、現地の建築家から送られ
て来た資料をチェックして、本部が求めているも
のかどうかを確認し、たとえば、子ども一人に対
する部屋の広さなどを管理している。今年は、14
の村が建設される予定である。最も数が多いのは
アフリカで、対照的に東ヨーロッパではほとんど
建設されていない。南アメリカでも建設が進んで
いる。日本での事業の詳細は聞いていないが、11
月にポッシュ博士が来日する際に、その報告を聞
く予定である。
（4）インフォメーション部
4人のチームで、新しいメディアでの広報活
動、つまり各国の HP作成のサポートを行ってい
る。現在、世界各国に同じ情報を流せるシステム
を考えている。このことは、我々が信頼できる大
きな組織であると世界各国にアピールできるメリ
ットを持っている。そして、アクセス回数が更に
増えるよう、情報機器環境を整備している。また、
オンライン上の PR活動、オンライン上のマーケ
ティング活動をサポートする活動も行っている。
HPに関わっている職員は基本的には 4人で、シ
ステムのサポートを行っている。
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現在 2つの大きなプロジェクトが進行してい
る。その一つが携帯電話用サイトでの広報活動、
もう一つが「セカンドライフ」（オンライン上の
生活での情報）を通しての SOS子どもの村の広
報である。別に 3人の職員がコンピューター専門
職として雇用されている。テレビCMについては、
各国の子どもの村が担当しており、有効な活用を
考えている。
（5）財政部
経理を担当するだけでなく、世界各国の事業に
関する情報が別の国に流れるようにする部署であ
る。基本的には、自分たちで活動資金を調達する
体制をとっているが、発展途上国などは多くの国
で赤字になってしまう。西ヨーロッパから支援者
を得て、援助体制を整えてから活動を行うように
している。我々が資金援助している額が最も多い
のがアフリカ、続いて中南米、アジア、そして東
ヨーロッパである。新しい子どもの村を設立する
場合、または村内に新しい建物を建設する場合、
各国から寄せられた報告書をもとに、投資する価
値があるかどうかを検討する。アジアの国で完全
に黒字の国は存在していない。赤字を出さずに運
営されている国は、韓国、台湾、そしてパキスタ
ンなどである。パキスタンについては、国外で働
く裕福なパキスタン人が母国の子どもの村を支援
するので、赤字にはなっていない。インドや中国
については、現地での収入は年々増加傾向にある
が、施設を増設したりするなど、運営に関わる費
用も増えてきている。しかし、西ヨーロッパ諸国
に依存する金額は減少している。
（6）セミナールーム、リビング、礼拝堂、食堂、
国際会議場
この建物には、世界中の 80人の仲間がここで

生活できる宿泊設備が整っている。各国から研修
に集まってくる人々の宿泊費や食費は無料であ
る。なぜなら、一旦本部から発展途上国に流れた
お金が宿泊費や食費になって戻ってくるのは効率
が悪いからである。会議場では、ドイツ語、英語、
フランス語、そしてスペイン語の通訳が行われて
いる。他のスタッフとの交流を図る上でも、外国
語の修得は不可欠である。コンピュータが苦手な
職員のための研修会も行われている。ドイツの大
手 PC関連会社 SEP社のソフトを活用している。

このように、SOS子どもの村国際本部は企業
体だといえる。様々な人々から資金提供してもら
って組織を運営しているので、子どものためのみ
ならず、専門性の高い仕事をすることを心がけて
いる。年間予算の 60％は子どものために使われ
ている。25％は職員の人件費、15％は将来に対す
る投資になっている。
一番高額な給与をもらうのは、「おかあさん」
職員である。24時間働くことが要求されるため、
高額であることは当然だといえる。その金額は国
によって異なる。「おかあさん」の次に高額な給
与は養育スタッフに支払われている。その他の事
務職員などの給与は企業に比べて低いが、収入源
を考えればしかたがない。
（7）会議室にて（ポッシュ博士との質疑応答）
－オーストリア国内で 100程度の家族があると

聞いているが、夫婦で運営されている家は何軒あ
るか？

（ポッシュ氏）6～7軒程度である。
－フランスのシャトーダン子どもの村では、夫
婦職員が 4年前に退職した。夫婦職員が続けるの
が困難なのか。あるいは当初から「おかあさん」
だけの養育を重視した結果なのか？

（ポッシュ氏）非常に興味深い質問である。ま
ず根本的に夫婦だからといって家族内で問題が起
きないわけではない。子どもたちにとっては、夫
婦の方が望ましいとオーストリア国内では考えら
れている。過去にフィンランドの代表と対話した
ことがあったが、フィンランドでは 30の家族の
うち、10の家族が夫婦で運営されている。
「おかあさん」だけの家でも、それなりの問題
が起きるし、夫婦が子どもを育てていても問題は
起きる。夫婦だから問題が生じる、あるいは、「お
かあさん」だけの母子家庭だから問題が起きるわ
けではないと考える。もちろん、ストレスによっ
て夫婦が離婚するというケースもないことはな
い。ただ、子どもたちにとって父親も母親も必要
だと考える。ヨーロッパの場合、父親が外で働い
ているので、父親と子どもとの関わりは比較的少
ない。だから、SOS子どもの村に来た子どもた
ちには、なかなか実現できない父親との触れ合い
を実現させたいという希望がある。日本ではどう
か。
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－日本でもおかあさんだけという形態には抵抗
がある。夫婦という形が自然なのではないかと考
える。
（ポッシュ氏）最初 SOS子どもの村ができたの
は第二次世界大戦後である。その当時は、戦争の
影響もあって、母親が子どもを育てるのがとても
重要であった。しかし、子どもの村の最初の「お
かあさん」は実は結婚していて、夫がドイツに出
稼ぎに行っていた。そして 2年後には、夫と一緒
に暮らしたいということで退職してドイツに行っ
てしまった。だから、どちらがよいかとははっき
りと言えない。これは個人個人の状況によって異
なる。例えば、家族が母親だけだと組織としては
とても運営しやすい。「おかあさん」一人と話を
すればよいからである。しかし間違ってはいけな
いのは、組織が優先されるのではないということ
だ。子どもにとって何が一番よいか。組織の運営
を考えれば「おかあさん」一人の方がよいが、養
育上、子どもたちのことを考えれば夫婦がよいの
ではないか。
－夫婦職員が長続きしない。長続きさせるため
には、「おかあさん」一人の方がよいと聞いたこ
とがあるが。
（ポッシュ氏）統計資料がないので正確には言
えない。また、「おかあさん」も、以前は一世代
が終われば、次の世代の子どもたちを受け入れ、
定年まで勤めるというスタイルが一般的であった
が、現在では、どこの子どもの村でも、一代限り
の子どもたちしか養育しない「おかあさん」が増
えてきている。最初の子どもたちが成長した後、
また幼い子どもを受け入れるというケースは普通
の家庭では考えられない。したがって、普通の家
庭に近い形で子どもたちを成長させたいと願うよ
うになった。このような考え方も 1970年代とは
異なっている。
－では、定年の 60歳になる前に退職すること
が増えてきたのか。
（ポッシュ氏）その通りである。一世代を育て
終えた「おかあさん」は他の部署で働いたり、全
く違う業界で働いたり、定年前に年金生活を送る
人もいる。2～3年間休暇に入り、その間本部か
ら給与を支払い、定年になったら年金を受け取る。
退職後は時と場合によって異なるが、一貫して言

えることは、退職してからも本部から一定額が支
給されるのである。子どもたちが成人後、祝日や
記念日などには補助費が支払われる。
－退職しても、成人した子どもとの関係は継続
するということか？

（ポッシュ氏）根本的には、「おかあさん」と子
どもとの関係を仕事として考えていない。ライフ
スタイルの一つだと考えている。一般の家族のあ
り方と全く同じである。本来の目的は、組織を大
きくすることではなく、子どもと「おかあさん」
との絆を作り上げることである。うまく行かない
ケースもあるが、高い確率で「おかあさん」と子
どもが継続的に結ばれている。子どもの村出身の
子どもたちは、通常一人である母親が 2人存在し
ている。これは特権なのだと肯定的に伝えるよう
にしている。
－以前は、子どもと実親との関係を切ってきた
が、最近では実親との関係の修復にも力を入れて
いると聞いたがどうか。
（ポッシュ氏）子どもたちのアイデンティティ
を確立するためには、実の家からどういう状況で
出ることになり、誰が本当の親なのか、どういう
理由で子どもの村に入ることになったかを説明す
るのが重要である。初期の頃は、そういうことを
あまり言わなかったため、子どもの村に入ってき
た理由を知らない子どもが多かった。しかし、そ
れぞれのアイデンティティを考える上でよくない
ので、最近ではしっかりと伝えるようにしている。
そして親子が関われる場を作って、できる限り実
親と「おかあさん」、そして子どもたちとの関係
をしっかりと構築できるよう努力している。とは
いえ、実親のもとに戻るケースはほとんどない。
それは、子どもの村に入ってくるにはそれ相応の
理由があるからで、数年で解決できる問題ではな
い。逆に、数年で解決できるような問題は、本部
が作った家族支援プログラムに沿って、家族を維
持しながら支援をしている。
－ 1、2件、家族に戻ったケースがあるという

ことか？

（ポッシュ氏）本当に稀なケースである。ほと
んどの子どもが家族の中で大きな問題を抱えて村
に入ってきたわけで、数年で回復できない。家族
に対して、こちらから支援することがある。
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－子どもが村に入るかどうかは、児童相談所と
子どもの村組織が相談して決めるのか？

（ポッシュ氏）詳しい話をすると時間がかかる
が、最終的に判断するのは国である。最初の判断
は、現地のソーシャルワーカーである。そして、
ソーシャルワーカーから子どもの村に連絡が入
る。次に子どもを受け入れる「おかあさん」と話
をする。そして、話しながら、他の子どもたちと
の関係を見て、最終的に「おかあさん」が受け入
れを判断し、村長が受け入れる体制があるかどう
か、子どもにとっても親にとってもよいことかど
うかを考えて判断する。親とコミュニケーション
を取らずに判断することはあり得ない。もし、親
が反対しても、あまりにも家族状況がひどい場合、
国が裁判を通して子どもの村への入所を義務づけ
る権利を持っている。ただ、ケースによって、子
どもの状況によって異なる。
－研修制度について伺いたい。
（ポッシュ氏）各国で行われている研修は各国、
または大陸ごとにある研修センターで行われてい
る。アジアであれば、インドのニューデリーにあ
り、全世界に 40の研修センターが運営されてい
る。なぜなら、毎年、世界中からインスブルック
に来ることは経済的に困難だからである。ただし、
どうしても国際レベルで協議すべき場合、各国の
責任者がここに集まるようにしている。その際に
国際会議場を使用している。9月の初めには、全
ての大陸の責任者が集まって、各大陸で行われて
いるプロジェクトのデータ作りを行う。ここで、
データの内容などを協議する。子どもたちと実際
に接するスタッフがここに来るようなことはな
い。
－オーバーエストライヒ州に、もう一つ子ども
の村ができるそうだが、それなりの需要があるか
らか。
（ポッシュ氏）新しくできる子どもの村は、現
在の村から 80km離れた場所に建設される予定で
ある。その理由は、地元の商工会議所が新たに建
設したいと申し出てきたからだ。建設にかかる費
用は全て自分たちで用意するという内容だった。
本部としても、商工会議所で費用を出してもらえ
るなら作ろうということで建設の運びとなった。
現在、オーストリアでは約 500人の子どもが子

どもの村で生活をしているが、実際には社会情勢
を考えると、毎年 200人以上受け入れなければな
らない。ただし、高い質を保つ必要があるので、
実際には 200人を受け入れることになるだろう。
施設を増やしさえすれば、もう少し多くの受け入
れが可能になる。
－ウイーンの子どもの村では、5家族の受け入
れが可能であるというが、もっと受け入れられる
のではないだろうか。
（ポッシュ氏）新しくできたウイーンの村は不
人気である。通常、「おかあさん」は、自然豊か
な子どもの村で研修を受けているので、自然豊か
な場所が望ましいと考えることが多い。「おかあ
さん」にとっても、それが生活そのものになるだ
けに強制するわけにはいかない。ウイーンの村に
は、5家族が入れるが、都会での生活が好まれな
い現状である。しかし、将来ウイーンで生活する
ことをめざして研修を受けている職員がいるの
で、あと 3年ほどすれば、全ての家に家族が入る
ことになる。
－ウイーン市子どもの村のパンフレットには、

4人の「おかあさん」が入ると書かれているが？

（ポッシュ氏）実際に彼女たちが住むウイーン
の家は、通常の子どもの村と大きく異なる。一つ
は、通常、「おかあさん」は自分の仕事に専念で
きるが、ウイーンでは住宅地の中に混じっている
ので身近に村長がおらず、子どもに何か起こって
も相談できる相手が近くにいない。自分たちで問
題を解決しなければならない点で、通常の村より
負担が大きいのではないか。
（金子氏）ウイーンの職員体制はどのようにな
っているのか？

（ポッシュ氏）村長はいるが、村長以外のスタ
ッフが少ない。管理人、共同責任者、養育スタッフ、
家事補助員といったスタッフがいないため、彼ら
に頼らずに、「おかあさん」は自分で全てやらな
ければならない。恵まれた生活環境ではないので、
「おかあさん」の負担が多い。
－「おかあさん」は勤める村を選べるが、子ど
もは選べないのか？

（ポッシュ氏）一般の家族でも、子どもは自分
の好きなように家を選べない。SOS子どもの村
も同様で、子どもが育った場所にできるだけ近い
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村に入るようになる。家族が引っ越すこともある。
実際に、オーストリア国内で 2回引越した家族が
ある。しかし、「おかあさん」と子どもの希望地
が異なる場合は、何かしら問題がないかを調べる。
「おかあさん」から離れたいのか、などの調査を
行なう。だから、希望をそのまま聞くということ
はしない。
－オーストリアの要養護児童は約 5000人いて、
そのうち約 500人が子どもの村に入っていて、残
りは里親か施設に入っていると聞いているが本当
か？

（ポッシュ氏）約 10500人のうち、約 500人が
子どもの村に入っていて、約 4500人が里親の下
で暮らしている。その他に、親と一緒に暮らせな
い子どもたちが約 5500人いて、他の児童施設（グ
ループホーム：10代の青年を対象とした自立援
助ホームが多い）で生活している。今では、ハイ
ム（児童施設）は存在しない。以前のハイム（30
人～50人）はなくなり、改築して階ごとに分けて、
10人単位のグループホームとして使用している。
自立援助ホームは、10人の子どもたちが、3、4
人の職員と暮らす、グループホームである。

2．SOSキンダードルフ・イムスト
チロル州首都のインスブルック市から約 50km

西にある町。ここで、1949年にキンダードルフ
の事業が始まった。
イムスト子どもの村には、12の家族、4棟の共
同生活者の家（1軒に 4-8歳の子どもが 5人ほど
生活する）がある。6か月の乳児がいる。幼稚園
には、村外の子どもも合わせて 28名の 3-6歳児
が通っている。

（1）村長との質疑応答
－退職「おかあさん」の家では、何人生活でき
るのか？

（村長）この建物の中には、一人部屋もあれば、
引退した「おかあさん」のための寝室、台所、居
間を完備した、全部で 20の部屋が用意されてい
る。そして、若くして子どもを産んだ子どもの村
出身者女性がいる。彼女たちが最初から家族と住
むのは難しいため、一時的に無料で貸与している。
－この村での宗教教育に関して聞かせてほし

い。
（村長）創設者へルマン・グマイナーは敬虔な
カトリック信徒である。また、オーストリア国内
の 9割以上がカトリックなので、子どもの村では
創設された 1949年以来、カトリックの教えを非
常に大切にしている。また、「おかあさん」がカ
トリック教徒の場合、カトリックの教えを説いて
いる家族もあり、毎週教会に通う家族もある。も
ちろん、子どもたちがプロテスタントであったり、
イスラム教徒の場合もある。だが最近では、「お
かあさん」の中には宗教的な教えを重要視せず、
無宗教の中で子どもを育てている家族が増えてい
る。子どもの村組織としては、「おかあさん」に
宗教を義務づけられない。こうしたこと全ては、
「おかあさん」自身の判断によるからである。
－この質問をしたのは、創設者ヘルマン・グマ
イナーが宗教をとても大切にしていて、「おかあ
さん」とよく宗教的な話をしていたと本に書いて
あったからだ。グマイナー自身は子どもの村事業
を通して宗教に重きを置きたかったのではない
か。
（村長）もちろん宗教の伝統は今でもある。そ
れはそれで重要であるが、先ほども話したように、
この問題は「おかあさん」の判断に委ねられてい
る。また、実親の希望も重要視される。実親がカ
トリック信者である場合は、子どもにカトリック
を教えてほしいという希望はないが、イスラム教
徒の親が子どもをイスラム教徒として育ててほし
いという希望を持つ場合がある。子どもの村ヒン
ターブリュールでは、「おかあさん」は無宗教だが、
子どもがイスラム教徒で育ってきたケースがあっ
た。子どもたちがイスラム教徒として育つよう「お
かあさん」は支援している。このように、子ども
の村は全ての宗教に対して開かれているため、カ
トリックかプロテスタントかといった区別はしな
い。
（村長）私の方から質問したい。村を一周して
みて特に感じた点はないか。素晴らしいと思える
点、そして改善すべき点があったら教えてほしい。
－自然に恵まれた環境が印象的である。子ども
たちも「おかあさん」も、自然によって大いに癒
されるのではないだろうか。
－禁止されている事柄が少なく、子どもが自由
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に動き回っていることが癒しにつながっていると
いえる。日本にも「どろんこ幼稚園」といった自
然を取り入れた幼児教育があるが、そういう保育
の場合、園の一歩外に出ると、現代の文明社会と
の間でギャップを感じることがある。この村には
恵まれた自然がある一方で、子どもが文明とのギ
ャップに悩むのではないかと思う。それが心配で
ある。
（村長）ここでも似たような問題が起きている。
イムストという町の、恵まれた環境の中で、一歩
外へ出れば大量の車が走っている状況に置かれて
いるわけではない。子どもたちは、町の中心部に
行くだけで大きな環境の変化に気づく。インスブ
ルックやウイーン、ミュンヘンのような都会に行
けば、子どもたちがさらにショックを受けるだろ
う。もちろん、それだけここが恵まれた環境であ
るという証拠なのだが。ここから少し離れたケル
プスという町に職業教育のための専門学校があ
る。その近くには男女共同の青年の家があり、大
きくなった子どもたちは助け合いながら暮らして
いる。また、イムストの町にはギムナジウム（9
年制の中等学校）があるので、大学に行きたいと
希望する子どもたちは、子どもの村から 19、20
歳になるまで毎日通っている。
－ここの村に来る子どもたちの心はとても傷つ
いているが、そういう子どもたちは、どこで、ど
のような治療を受けているのか。
（村長）その通り、ここに来る子どもたちのほ
ぼ 100％が心理的な治療を必要としている。村の
中では元気に遊んでいるのに、「どうして？」と
思うかもしれないが、それぞれが暗い過去を持っ
ているので、心理治療が必要である。治療は村の
外で行われる。村の中で治療するのは好ましくな
い。ラディックという近くの町などで治療が行わ
れるので、「おかあさん」や他のスタッフたちが
車で連れて行っている。
－いい所、悪い所に話を戻すが、設立当初とて
も不便な所だったそうだが、現在でも通学、買い
物、その他さまざまな点で不便ではないか。
（村長）確かに不便な点もあるが、この不便さ
が子どもの保護につながっている。たとえば年上
の子どもたちだと 10分程度で街の中心部に行け
るので、彼らにとって不便さは問題ではない。ま

た、学校にはスクールバスがあり、それを利用し
ているので通学に関しても問題はない。「おかあ
さん」の買い物や友だちの所に遊びに行く場合も、
「おかあさん」は自家用車を所有しており、地元
の公共バスも走っているのでそれほど問題にはな
らない。小さな子どもにとってみれば不便かもし
れないが、子どもたちが全員トラウマを持ってい
るので、街の中心部から離れた場所にあるのは、
子どもたちの保護につながると考えられる。
－一般住宅から離れた所にあることで、地域社
会に溶け込んでいないのではないか。
（村長）地域との交流については問題にはなら
ないと思う。確かに子どもの村が完全にイムスト
町の一部にはなっていないかもしれない。しかし、
周辺にも住宅が建っているため、立地上から考え
て、イムストの町の一部だと考えてよい。しかし、
あの子は子どもの村という、違う世界から来てい
る子どもだと周囲から思われることはある。その
一方で、ここ最近、自分が子どもの村から通って
いることをクラスで公言する子どもが現れてい
る。イムストの住民も設立から 60年間この村を
誇りに思っている。したがって、子どもの村を悪
く言う住民はいない。
－子どもが公言する理由は何か？

（村長）公言する子どももいるが、逆に子ども
の村に住んでいることを言わないでほしいという
子どももいる。全員が公言しているわけではない。
中には、子どもの村のロゴがついていない車で迎
えに来てほしいという子どももいる。公言する理
由としては、自分が違う世界から来ているとアピ
ールしたいという気持ちがあると思われる。言わ
ないでほしいという子どもの理由として、レッテ
ルを貼られるのを嫌がる気持ちがあるようだ。
－ 1990年代ヒンターブリュールの子どもの村
で 3か月間村の管理者の補助をしていたが、そこ
では、子どもたちの生活環境を豊かにしようとす
る意欲が感じられたが、ここではどうか。
（村長）時代が変わってきた。一昔前までは、
施設にお金をかけて物質的にも豊かに生活させよ
うとしてきた。しかし、社会情勢が変わってきた
ので、現在は逆で、質素な暮らしをするよう心が
けている。大きな庭など必要ないのではないか。
部屋もそれほど広くなくてもよく、普通の家より
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大きな家は必要ないという考え方に変わってきて
いる。施設に対する投資を極力減らしているのが
現状である。
－では、最近ではその代わりに職員の養成など
ソフト面にお金をかけていると考えてよいのか。
（村長）その通りである。周辺の一般住民の家
よりも大きな家を構えのはよくない。必要な分だ
け与えるべきではないか。
－「共同生活者の家」の位置付けについて伺い
たい。
（村長）基本的には、普通の家とあまり変わり
はない。家の大きさも、そこに住む子どもの数も
変わらない。唯一の違いは、この家には「おかあ
さん」がいないということである。その代わりに
3人の「おねえさん」職員（補助職員）が交代で
子どもたちの世話をしている。しかし、そこに住
む子どもたちは、家族をあまり必要としていない
子どもたちである。母親以外の人が入ってきても
何ら支障をきたさない子どもたちである。
－子どもたちが、それぞれの実親との関係が非
常に深く、新たに「おかあさん」との関係を構築
する必要がないというであればよく分かるのだ
が。
（村長）基本的にはその通りである。しかし、
例えば、ケースによっては受け入れたくても受け
入れる家族がない場合、共同生活者の家に入れる
ということも何人かある。
－では、受け入れる家族があればそこから出て、

子どもの村の家庭に入ることもできるのか。
（村長）可能性はあるが、今までそういうケー
スはない。基本的には、一旦家に入ればその中で
暮らすというのが我々のやり方である。
－その家に自立するまで暮らすことになるの
か。
（村長）理論的にはその通りである。普通の家
と代わりはない。
－理論と実践とは違うが、大人と愛着を形成で
きずに育ってしまうと考えられるが。
（村長）実際に実親との関係は深い。先ほど理
論的と言ったのは、他の子どもたちも混ざるから
という意味である。もともとの理由は、実親との
関係が非常に深いことにある。こうしたケースが
上手く行けば、子どもは実親のほかに 3人の親を

持つことができる。信用できる親が 3人になるの
は素晴らしいことではないか。（短期療育センタ
ーの責任者が来室する）
（村長）ここで、短期療育センターの責任者ウ
ェスナーさんに新しくできた施設について説明を
してもらう。短期療育センターとは、「危機に陥
った人が共同生活をする家」である。
（責任者）これから建物の概要を説明し、その
後実際に建物を案内したい。ただし、入所してい
る子どもたちは全てとても厳しい体験をしている
ので、あまり長居をせず、短時間で行いたい。し
たがって、建物内での質問などは避けてほしい。
この建物は正式には、「ハウス・エスペナウ」

といい、2004年に完成した。これまで似たよう
な家が子どもの村には存在したが、2004年にな
って考えを全面的に改めて、この建物ができた。
通常の家とほとんど変わらないが、緊急を要する
子どもたちがすぐ入れる。たとえば、今、家族内
に深刻な問題が起きて、今日中に子どもが家族の
元を離れなければならない状況にある場合、問い
合わせがあったその数時間後に、入所が可能とな
る。そして、治療中の子どもたちを受け入れる
のだが、ここでは 2歳から 12歳までの子どもを
対象としている。この年齢の根拠は、この年齢だ
と、高い確率で兄弟姉妹がいる場合が多いからで
ある。最大で 8人の子どもを受け入れるスペース
があり、最大の滞在期間を 1年間としている。
この家に入る子どもは、将来、実親と共に暮

らすことを前提に入所する。子どもが入所した
後、ソーシャルワーカーは実親と密に連絡を取り
合う。そして、どのようにすれば家族を支援でき
るか、子どもが家族に戻れるようになるか、両親
が無理であれば、親戚に受け入れは可能か、とい
った調査を子どもの村の担当者が全て行なってい
る。それでも無理であれば、子どもの村で引き受
けることも考えるが、基本的には家族に戻すこと
を前提として受け入れている。
－入所はどのような経緯を辿るのか。
（責任者）基本的には、国で判断している。家
族が崩壊していて、すぐさま対応が必要だと判断
されれば、即子どもの村に入所させられる。国の
判断なので、入所が決定されれば、実親は反対で
きない。これまでもそうしたケースはない。ここ
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に入所する子どもたちは、他の家の子どもたちよ
り深刻なケースが多いので、医者やセラピスト、
幼稚園、学校、国、そして子どもの村のスタッフ
が支えている。ここに来る子どもたちは、他の家
の子どもたちより心理的に重度の傷を負っている
のである。
－重症な子どもであるからこそ、長期的な受け
入れが必要なのではないか。
（村長）その通りである。できれば、長期的に
生活した方が治療面でよいという考え方を持って
いるが、先ほども話した通り、緊急を要するため、
「おかあさん」となる職員や兄弟姉妹たちと話を
することが時間的に不可能である。また、心理的
傷にも緊急な対応を要するので、その子にこれか
らずっと子どもの村で暮らすようになると伝えら
れない。しかし、引き続きこの村に残るケースは
とても多い。
－では、3種類の子どもの家があるということ

か。すなわち、子どもの家、共同生活者の家、そ
して短期療育センター、この 3つになるのか。そ
のどれに入所するかは全て国の判断によるのか。
（村長）全て国が判断することになる。我々の
組織の機能は全て国が把握しているので、問い合
わせがあった時点で、子どもを最も適した場所に
入れようとする。しかし、現場レベルで子どもに
関する話し合いをした際に、この子は明らかに他
の場所に入れた方がよいと判断した場合は、国と
同じレベルで話し合える。
－これからの課題、改善点について聞かせてほ
しい。
（村長）ここの村長になって数週間なので、詳
しい話はできない。しかし、子どもの村の家族同
士のコミュニケーションを活性化させていきたい
と考えている。
（責任者）自分の方が勤めて長いので、私から
言わせてもらうと、自分が担当しているハウス・
エスペナウでは、子どもたちが家族に戻る確率が
とても低い。もっと家庭復帰の可能性を高めてい
きたい。ただし、ここでの子どもたちへの接し方
や心理治療のあり方が問題ではなく、実親の問題
の方が大きい。したがって、子どもたちのみなら
ず、実親、そして家族全体の支援が更に必要とな
る。そのことによって、家庭復帰の確率は高まる

だろう。しかし資金面や体制などの問題によって、
あまり進んでいないのが現状である。
－退職「おかあさん」の家で、若年母子が話題
になったが、対象は随分違うが、措置はあるのか。
（村長）大体、17歳、18歳前後の母親のことで
あり、全て子どもの村の出身者である。職業教育
などで子どもの村を出て行った後に、未婚で出産
して戻ってきた十代の女性たちである。我々は、
生涯にわたって支援するという考えに基づいて行
動している。
－それは、子どもたちが申請するのか、国が措
置するのか。
（村長）それは全て個人の判断であって、国の
判断とは無関係である。「おかあさん」は、子ど
もたちが成長した後も支える。通常であれば、以
前いた家の「おかあさん」が支援するのだが、何
らかの理由、たとえば退職「おかあさん」の死去
などの場合に、アパートを無償で貸与している。
これは我々が行っているプラス・アルファの事業
なので、部屋数が足りなければ不可能である。今
は満室のため、これ以上の受け入れは不可能であ
る。

SOSキンダードルフ・イムスト

3．SOSキンダードルフ・ウイーン市
オーストリアの首都ウイーン市の 21区にある。
SOS子どもの村ウイーンのプロジェクト責任者
ロスマン氏の説明
オーストリアは 9つの州があり、各州に一つ子
どもの村があるが、ウイーンには子どもの村がな
かった。ウイーンに子どもの村を設立するにあた
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って、2000年に新しい法律が制定された。もと
もとウイーンの中には大きな児童養護施設（キン
ダーハイム）があったが、それを閉鎖して区に分
散して子どもを預ける方針をとり、市の施設以外
の NPO法人の組織でも受け入れられるようにな
った。さらに、市の施設と NPO組織とが平等の
立場となった。それまでウイーン市では、以前か
ら社会党が政権をとっていて、自分たちの社会保
障活動に誇りを持っていたため、SOS子どもの
村を作りたいとは思っていなかった。子どもの法
律は州の法律に基づいていたので、子どもの村を
作ることができなかった。ちなみに、国の法律で
は、「児童福祉に関する法律は州で定める」とある。
この法律改正が 2000年にあって、2002年にヘル
ムート・クティン会長が村の設立の提案をした。
その提案とは、新たなモデルとなる村の形態を
考えることであった。規模としては 50人から 60
人の子どもが生活し、近所との交流ができる設備
があるべきだとした。その交流の場として考えら
れたのが、昼間子どもを預ける幼稚園や、親を指
導できる施設（過程支援センター）、子ども同士
が触れ合える場所、そして大人と青少年たちのコ
ミュニケーションが図れるカフェである。
まず 2002年に、ウイーン市役所と子どもの村

とがそれぞれのイメージを出し合って協議を始め
た。ウイーン市からは、入ってくる子どもたちが
自分たちの生まれた土地に残るようにする提案が
なされた。そのため、受け入れ人数は 40人に減
らされた。また子どもたちが、子どもの村に入っ
てから独立するまでの支援はもちろん、短期間、
中期間、そして緊急措置のために、いつか実親の
元に帰ることを前提にしている子どもたちの支援
もしてほしいという要求があり、16名のグルー
プホームを作ることになった。もう一つの提案と
は、数の多い兄弟姉妹の支援もしてほしいという
もので、それは、従来の SOS子どもの村が行っ
てきた。そして、従来の児童施設（ハイム）の形
にはしないようにすることが協議された。

SOS子どもの村組織としては、大人数で計画
していたが、修正せざるを得なかった。また、生
活の場として周囲の地域から区別するのではな
く、近隣住民との交流が行いやすいように、でき
るだけ家庭の形態で、地域の子どもたちと生活を

共にしてほしいというウイーン市からの要求があ
った。
2002年の秋から、ウイーン市との協議を開始
した。最初に子どもの村が提案した建設予定地
は市の許可が下りなかった。そして、さらに探
した結果、た。2004年の春にこの土地を決定し、
ウイーン市との間でアパート賃貸の契約を交わ
し、8月 31日に大きな会議を開いて、寄付金を
募るためメディア発表を行った。そして 2005年
4月に工事を開始し、2006年 2月 2日に完成し、
2006年 9月に開所した。
このプロジェクトには結局 4年間かかった。子
どもの村の家庭支援センターの建設には時間がか
からなかったが、子どもたちを受け入れる市営ア
パートの完成が遅れのが理由である。

SOS子どもの村組織の特徴に基づいて、ウイ
ーンでは何が必要かを考えなければならなかっ
た。市には、次の 4つの事項を提案した。
・　慣れ親しんだ環境で育てる。ウイーンで生
まれ育った子どもたちはウイーンで成長す
る。

・　日常生活を地域の中で過ごす。他のウイー
ン市民と同じようにアパートを借りる。

・　緑が豊かで遊べる環境、ドナウ河のほとり
で自然が豊かな場所にした。

・　周辺住民との交流のための家庭支援センタ
ー（Familien RAT haus）を備え、近隣家庭
を支援する場所とした。

子どもの村の理念に基づき、40人の子どもた
ちをどのように住まわれるか協議した結果、各家
族に 4,5人の子どもたちが暮らすアパートを 5軒
（定員 24名）と、8人が暮らすグループホーム 2
つ（定員 16名）、そして家庭支援センターを作っ
た。このセンターの機能として考えられたのが次
の 4つである。
1）お互いが出会う場所。
2）指導する場所。
3）触れ合いの場所。
4）いろんな問題の面倒を見てくれる場所。
現在の SOS子どもの村は市の北部の 21区、22
区（人口約 28万人の場所）の、旧ドナウ河の東
側に位置する地区の子どもたちを受け入れてい
る。他の地区の子どもたちが来る場合もあるが、
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まずはこの 2つの区の子どもに対して責任を持つ
ために始められた。もしウイーン市が新たに他の
区にも作ってほしいという要望があれば、新たな
村を設立することを視野に入れている。
市営住宅には 430家族が入居している。非常に

よかったのは、各棟に一つの家族だけだが、子ど
もの村の家族同士の仲間意識を保持できたことで
ある。また、このような形態によって、我々はイ
ンテグレーション（統合、地域社会との交流）、
あるいはインクルージョン（包摂）が成功したと
考えている。この中にあるウイーン市立幼稚園は、
この住宅と同時に建てられた。子どもの村の子ど
もたちも、一般住民の子どもたちも一緒に幼稚園
に通っている。
次に、子どもの村の家族について説明をする。

長期間子どもが滞在する場所として、「おかあさ
ん」、あるいは「おとうさん」、そして夫婦が、自
分の実子（1-2名）を連れても構わないが、各家
に 4人までを受け入れ、その子どもたちが成人す
るまで生活を共にする。共通して言えることは、
「おかあさん」が子どもの家に通うのではなく、
一緒に住むことが重要である。一応、「おとうさん」
でもよいとしているが、現在のところ「おとうさ
ん」だけの家族はない。
現在は、4家族が生活していて、夫婦が運営す
る 1家族と「おかあさん」が運営する 3家族であ
る。各家族は、0-10歳の子どもを 4名まで受け
入れる。夫婦は、夫が 26歳で妻が 22歳で、現在
1歳の実子がいる。この家族では、夫が子どもの
村職員で、「おとうさん」として 2歳から 6歳ま
での 4名の子どもたちの世話をしており、妻は「お
かあさん」職員ではなく、幼い実子を養育してい
る。つまり、「おとうさん」が運営する最初のケ
ースである。また例外的に、この「お父

とう

さん」の
養成は完全に終わっておらず、入所を待つ子ども
たちが多かったので、養成課程の途中で働き始め
た。オーストリアのどこの子どもの村でも「おと
うさん」の申し込みはできるが、男性であるため
に、特別に調べる必要がある。実際のところ、「お
とうさん」の採用に当たってはリスクを背負って
おり、心配している。一般的に、「おかあさん」
に申込みできるのは 24歳以上の女性で、養成期
間が 3年なので、27歳過ぎてから「おかあさん」

になれる。この村の 3人の「おかあさん」として、
それぞれ 30代後半、40代半ば、そして 50代の
女性が勤めている。
養成に関しては、まず 1年間、子どもの村で実
習をしながら、ウエルズの養成校で授業を受ける。
ウイーンの場合、新しい村なので、ここでは実習
できないので、ウイーンの森にあるヒンターブリ
ュールの村で実習した。その後、採否の決定をす
る。養成を続ける人だけが次の段階に移り、2年
間実習しながら養成を受ける。結局、3年かかっ
て「おかあさん」になれる。養成期間中は給料を
支給される。途中でやめる人も給料をもらってい
るので、無駄になってしまうこともある。
これまでは、「おかあさん」は定年まで働くこ

とになっていたが、現在では、育ててきた子ども
が成長して自立した後、辞めて違う仕事につく女
性（一世代限りの「おかあさん」）も増えてきた。
ウイーンの村には、補助職員「おねえさん」は
いないが、養成中の人が代わりに働いている。あ
るいは、心理学者などに依頼している。

短期・中期入所のためのグループホームは 2か
所、定員 8名ずつで 16名入所できる。
1）　青年のグループ（Jugendwohngruppe）：12歳

から 18歳の青少年が、自立できるまで中期
入所（3－5年間）している。一応 18歳ま
でだが、その後も残れることができ、ホー
ムは自立するまで面倒をみる。大学生には、
卒業するまで金銭的支援をする。ソーシャ
ル・ワーカー 5名が世話をしているが、い
ずれも児童の専門家で、24時間の交替勤務
をしている。

2） 児童のグループ（Kinderwohngruppe）：5歳
以上の子どもで、短期（1－2年）で家庭復
帰が見込めるケースを預かる。ここにも 5
名のソーシャル・ワーカーが世話をしてい
る。

上記、グループホームの入所の決定はウイーン
市の社会福祉局が行うが、最終決定は SOS子ど
もの村組織がする。その入所理由は様々である。
　
こ の 4 階 建 て の 建 物、 家 庭 支 援 セ ン

タ ー（Familien RAT haus） は、 家 庭 強 化
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（Familienstaerkung）の機能を持ち、児童、青年、
そして大人の触れ合いの場である。半年後には、
1階にカフェができ、自立前の青年が仕事を体験
できる場になる。2階は事務所で、3階はウイー
ン市が運営している施設で、近い将来子どもが産
まれる若い夫婦が生活しており、子どもの村組織
がウイーン市に貸している。4階は外来の医療セ
ンター（Ambulatorium）で、ウイーン市民のため
に設立された。子どもの村の子どもたちの治療だ
けでなく、地域社会の親子の治療や支援も行って
いる。この施設は、地域福祉と地域医療のために
も必要で、心理治療も重要となっている。2008
年 8月現在、約 800人の子どもが治療を受けてい
る。職員は 14名である。

ウイーンの子どもの村に対する期待（Erwartungen）
・ ここは村ではなく、街（集合住宅）であるため、
地域住民の中に溶け込んでいて、どこに SOS
子どもの村の家族が住んでいるか分からない
形態となっている。他の子どもたちと同じ生
活を送らせることができ、ノーマライゼーシ
ョンの実例といえる。子どもたちは普通の街
の生活に慣れる必要がある。

・ インクルージョンの実現。
・ ウイーン市内にあるから、それまでの生活場
所や学校を変えなくてよい。

・ 実親との関係を保てる。
・ 子どもたちの生活環境を考慮して、地域住民
と同じ体験ができ、他の傷ついた子どもたち
との共同生活もできる。

・ 自立できるまで、子どもの村に残れる。
・ 近隣の人との関わりや、他の子どもの村の家
族との交流が期待できる。

・ ウイーンに設置することで、市内の企業や個
人からの支援が期待できる。

・ 地域住民に対する家族支援プログラムを行う。

心配な点（Bedenken）
・  実親と近く、関わりがある点にはリスクもあ
る。実親が面会を禁じられているのに、学校
の前で待ち伏せしたこともある。

・ SOS子どもの村の一員という感じが薄れる。
・ 隣の住民と交流ができるか心配だ。

・ 他の住民から好奇の眼で見られるという心配
がある。

・ 他の住民と差があるかどうか心配だ。
・ ウイーン市の社会福祉部門（公立）との競合
が心配だ。ウイーン市立の青年のグループホ
ームがあり、職員は 4人しかいないので、ウ
イーン市の職員からうらやましがられる。し
かし、給料はウイーン市の方が高い。

・ 「おかあさん」「お父さん」の独立性をどう守
れるか心配だ。

・ 家が集まった村ではないので、子どもたちの
様子や発達の状況が分かりにくいという心配
がある。

体験したこと（Erfahrungen）
・ 前述の心配はほとんどなかった。しかし、努
力し続けないといけない。

・ 良かった点は、子どもの村の家庭だけでなく、
地域住民の家庭があることを子どもの村の子
どもたちが知り、自分たちだけではないのだ
と気づいた。

・ 地域との交流はうまくいっている。地域の子
どもたちと混じって遊んでいて、母親同士近
所づきあいをうまくしている。

・ 子どもの声が「うるさい」、「付き合いたくない」
という住民もいる。苦情をなくす努力をして
いる。

・ 近所づきあいをうまくやるために、努力する
必要を分かっていなければならない。

・ 子どもの村の家族を、地域住民みんなが支援
しようという気持ちを持ってもらっている。

・ 実親との関わりがなくなるのを心配していた
が、関わりは保っている。

・ 子どもにとって大切なこと、つまり、すべて
が自分の所有物ではなく、他人の物もあるの
だと学べた。

・ 地域の人には、柔道や体操などのクラブ活動
や勉強をみてもらっている。

・ 大都市に住む体験を積むことができる。
・ ウイーン市内の支援者が増えた。そのため事
業の予算を確保できた。

・ 家庭支援センターには、予想以上に多くの地
域住民が訪れた。
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・ 早くから取り組めたため、子どもたちの家庭
復帰も進んだ。

その他
1家族 5－6名に人数を増やしても大丈夫と思

う。
実親とは、2週間に一度会えるようにしたい。
会う場所は、特別の部屋（面会室）でしてもらう。
職員と共に、あるいは子ども一人だけで実親のも
とに行くこともある。もちろん、実親との関係が
うまくいっていない場合は制限する。子どものニ
ーズに合わせて、つまり子どもが親をどう思って
いるかによって変えている。「おかあさん」が平
均 3時間、場合によっては一日付き添うこともあ
る。
5家族のために女性の村長がいる。その他、短
期・中期のグループホームの責任者もいる。全体
の責任者がロスマン氏で、家庭支援センターに住
み込んでいる。
大切に思っているのは、子どもたちには実親が
いるという点である。どんなに悪い親でも、良い
ところを尊敬すべきである。「おかあさん」は、
実親には代われない。子どもたちも実親と「おか
あさん」を区別している。たとえば、実親を“マ
マ”と呼び、SOSの「おかあさん」を“ムッター”、
“ムッティ”（ドイツ語で、おかあさん）と呼んで、
使い分けている。呼び方は、各家族が決めてよい。
街の中にあるが、近くのドナウ川の公園に行け
るし、車でウイーンの森まで遠出できるので、自
然から離れているわけではない。

SOSキンダードルフ・ウィーン市

4．SOSキンダードルフ・シャトーダン（フランス）
（1）町の概要
フランス中部にある、6世紀から 7世紀にかけ
てできた古い城下町で、非常に古い建物が残って
いる。展望台から町並みが一望できる。人口は約
1万 5千人。町の中心部から車で 5分ほどの場所
にある新興住宅地の一角に子どもの村がある。子
どもたちの家は、一般住宅と混在していて、一見
すると区別がつかないが、子どもたちの家は全て
同じ様式のため見分けがつくようになっている。
住宅地の中央部には事務所と遊具が備わった広場
がある。

（2）村の設立経緯
SOS子どもの村シャトーダンは、1999年にフ
ランスで 10番目に作られた村である。もともと
は地域の自治体からの要請から作られた。具体的
には、裁判所が、虐待を受けた子どもたちを両親
から隔離すると判断した時、兄弟たちをバラバラ
にせず、一緒に育てるのが、この村を設立した目
的である。この目的を持つ組織はフランスでは子
どもの村だけである。兄弟同士が虐待している、
されている場合を除き、兄弟姉妹は子どもの村で
一緒に暮らせる。ほとんどの子どもたちが、虐待
やネグレクトにあっている。ちなみに、フランス
では子どもの養育については県が責任を負ってい
る。自治体から要請があった場合、受け入れ委員
会を組織して、入所を決定する。
フランスでは、13万 5千人の虐待を受けた子
どもが両親から離れて生活している。1995年、
この町の 7人の兄弟を別の村に受け入れた。その
7人の子どもの養育がうまく行ったので、自治体
がこの場所に子どもの村を作ろうという話になっ
た。この場所に自治体が作るにあたっては、いく
つかの理由があった。まずは、シャトーダンの市
長が子どもの村の活動に興味を持っていたのであ
る。強調したいのは、子どもの村を作りたいので
あれば、自治体や近隣住民の理解を得ることが必
要である。更に、人口 1万 5千人のシャトーダン
には、学校、スポーツ施設、保健施設、病院など
が完備されている。そして、シャトーダンで地域
の子どもたちと一緒に住めるのはこの場所しかな
かった。1999年の 7月に設立され、来年は 10周
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年を祝う予定になっている。夫婦職員は 4年前に
やめた。
フランスでは、近隣住民に溶け込む（統合する）

という形で村が設立されているが、各村によって、
近隣住民との溶け込ませ方が異なっている。一つ
の村がモデルになっているわけではない。この村
が一番近隣に溶け込んでいるといってもよい。フ
ランス子どもの村は、オーストリアの国際本部と
独立して、開設・運営を進めている。
この村には、10軒の家がある。これはフラン

スでは平均である。一つの家で、最大 6人まで子
どもを受け入れられる。現在、この村には 47人
の子どもたちが生活している。各家には 1軒、ま
たは 2軒の家庭からきた兄弟姉妹がいる。各家で
はそれぞれ子どもの村の「おかあさん」によって
運営されており、「おかあさん」が休暇を取る時は、
その代わりを務める補助職員の「おねえさん」は、
子どもの村に 8人いる。「おかあさん」は 1か月
のうち、3週間働き、9日は休日をとっている。「お
かあさん」は毎月その家に与えられた経費を使
い、村長に会計報告している。共同棟には 3人の
教育スタッフ、2人の心理スタッフ、そして 2人
の家事補助員が常駐している。各家の家事を 2人
の補助員が行っている。その他、秘書が 1人、会
計が 1人、養育責任者、そして村長という、合計
30名のスタッフが運営している。
子どもたちの最大受入れ人数は、様々な問題を
抱えているから 6人までとする。6人以上だと、
家庭的な受入れが困難である。
フランスには、退職「おかあさん」の家はなく、
フランスの独自性といえる。職員（30名中 1名
を除く）は公的機関から給料をもらっているので、
退職後も SOS組織は支援しない。1か月の給料
は 2000ユーロ、シャトーダンの村の建設費は約
320万ユーロ（4億 8000万円；1ユーロ＝150円
で換算）　年間維持費は 300万ユーロ（4億 5000
万円）一人の子どもの養育費は月額約 3300ユー
ロ（50万円）
両親に対する様々な支援を行っているが、家庭
引き取りまでには至らない。子どもの村に来る子
どもは、とても重い問題を抱えている。

「おかあさん」「おねえさん」、そして養育責任

者との会談
－「おかあさん」にとって一番大切なことは何

か？

（おかあさん）たくさんある。ここで 9年働い
ているが、その間子どもたちの変化や成長が重要
であった。子どもたちの成長を振り返ることによ
って、自分たちの仕事の意義がわかる。
（養育責任者）
多くの「おかあさん」が希望に満ちて子どもの
村に来るが、子どもたちと実際に接してみると、
子どもたちの状況に戸惑う。そして、時間の経過
と共に、現実に適応しなければならないという気
持ちになる。
－大変な時期はいつ頃であったか？

（おかあさん）9年間、常に大変であった。最
初の年が特に大変だったとは言えない。最初の年
はやる気に満ちあふれていた。しかし、年月が経
つにつれて、子どもたちの要求と子どもたちに与
えられる内容との差を反省しながら、自分の能力
を振り返り、自分の仕事を見直した。そうして分
かったのは、「おかあさん」が子どもに寄り添う
だけではなく、子どもたちが「おかあさん」に寄
り添っていることであった。こうした相互の関係
が見えてきた。
－家庭補助員の仕事について大変なことは何

か？

（家庭補助員）この仕事のやりがいは、子ども
たちを成長させること、健康でバランスのとれた
成長をさせることである。仕事の内容は、家事全
般の補助であり、学校の課題を手伝い、青年には
職業訓練の補助の担当をしている。10代後半の
青年たちは、村の中で生活していて、最年長は
17歳である。
－「おねえさん」職員の仕事は何か？

（おねえさん）基本的な仕事は、「おかあさん」
の休暇中に、その代わりをすることである。内容
は、「おかあさん」と同じだが、家計の責任は「お
かあさん」にあり、私の責任は軽い。最初に相談
するのは基本的に「おかあさん」である。1か月
のうち、「おかあさん」が休みに入る 9日間働い
ている。
（養育責任者）教育スタッフについて付け加え
たいのは、「おかあさん」が教育上の問題に直面
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した時、その問題を客観的に捉えることである。
「おかあさん」がその問題から少し距離を置いて
考えたい時など、教育スタッフが第三者として子
どもたちと関わり話をして、その内容を「おかあ
さん」に伝えるといった仲介者としての機能があ
る。問題によっては、ソーシャルワーカーが介入
する場合もある。
－愛着理論をどのように実践に生かしている

か？

（おかあさん）非常に難しい問題だが、子ども
たちと愛着関係を持ちたいとは思っている。しか
し、子どもたちには自分が実親ではないことを分
からせねばならず、自分たちにも養育の権利があ
る実親がいることを最初からはっきりとさせなけ
ればならない。そのことを踏まえた上で、子ども
たちに愛情を注ぐのが必要である。
－実親とはほとんど接触がないので、親子の愛
情は形成されないと思うが。
（おかあさん）実親との愛着関係がないのでは
なく、虐待によって歪んでいるだけである。重い
虐待の場合、子どもが実親に対する信頼を失って
いる。この村の挑戦は、その失われた実親子間の
信頼を回復することである。それは、決して簡単
なものではなく、長期的な挑戦といえる。体験し
た虐待の傷を抱えながら子どもが生きるのは、と
ても辛いことだが、それを「おかあさん」が回復
させる。その時、「おかあさん」にとって困難な
のは、子どもが持つ実親への愛情と「おかあさん」
への愛情との葛藤を共有することである。
－葛藤を共有するとはどういうことか？

（おかあさん）まず、子どもの葛藤は運命なの
だから引き受けざるを得ない。その上で、私たち
が子どもの悩みに耳を傾ける。その際大切なのは、
私たち「おかあさん」たちだけでなく、心理スタ
ッフと教育スタッフ、さらには村のスタッフ全員
で対処していくことである。
－子どもの成長記録表はあるか？

（おかあさん）決まった形式はないが、成長記
録表を毎日つけている。肯定的な項目と否定的な
項目があり、重要なことも些細なことも記録する。
家庭補助員がそれを見ながら仕事ができるように
なっている。子どもがメダルをもらったなど、思
い出の一つにもなる。

－地域との関わりについてはどうか？

（養育責任者）特別な出来事があったわけでは
なく、自然に溶け込んできた。同じ学校に通う友
だちが次第に仲良くなり、家に遊びに来たりする
ようになるなど、良い関係ができてきた。この街
にある建物は、子どもの村だけでなく、全ての住
宅が同時に建てられたので、近所関係も同時にで
きた。
－子どもについて近所の母親と話し合うことは
あるか？

（おかあさん）子どもについて近所の母親と話
をすることはないが、「おかあさん」同士で話を
することはよくある。「おかあさん」としての苦
労を分かち合えるからである。
－以前は近所との関係が難しかったようだが、
今はどうか？

（おかあさん）まず、フランス人というのは本
質的に警戒心が強い。田舎に行くとさらに強まる
傾向にある。特に家庭から引き離された子どもた
ちに対する住民の警戒心は強かった。子どもの中
には、過剰な反応を示す子どもがいるが、少しず
つ、それが誤解だと分かってきて住民の警戒心が
薄れていった。
－学校の教師には子どもたちについてどの程度
話をするのか？

（おかあさん）学校によって理解の程度が異な
り、受け入れ方も違う。以前、学校内である問題
が起こった。行動上の問題を抱えている子どもた
ちが、ある集団を形成したのである。そのことが
分かってから、子どもの村スタッフは、その学校
から別の地域の学校に子どもたちを転校させた。
現在、養育責任者や教育スタッフが、子どもたち
が現在どういう状況であるのか校長と協議し、子
どもの送迎の際、「おかあさん」が教師と話し合
って理解を深めていき、他の子どもたちの中に溶
け込ませる努力をしている。
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SOSキンダードルフ・シャトーダン

Ⅲ　子どもの村福岡を設立する会の動向
現在、子どもの村福岡を設立する会では、SOS

子どもの村の理念と実践を学んだ上で、国内にお
ける運営について次のような準備が進んでいる。
1．SOSキンダードルフ国際本部のプログラム
を日本型プログラムへと発展させる検討

2．育親、育親アシスタント、村長およびサポ
ートグループなどの人材養成・研修

3．建設地の確保と建築デザイン
4．「市民参加」と「企業支援」を推進する組織
づくり

5．地域で育てるためのネットワークづくり 5

育親（「お母さん職員」に相当する）一人あた
り 3～5人という養育する子どもの人数枠は、世
界的に見れば少ないが支援体制や経済的基盤を考
慮すれば適当であろうと考えられる。
今後は、養育者が女性だけに固定化されず、夫
婦による養育が可能になるなど世界的にも多様化
していることを追い風にして、更なる発展を遂げ
ることが期待されている。

おわりに
予想した通り、この数年間にかなりの動きが見
られた。まず、シャトーダンでは夫婦職員が退職
していた。しかし、インテグレーション（統合、
周辺社会に溶け込むこと）が数年前よりかなり進
んでいて、お母さんの表情にも若干の余裕が見ら
れた。国際本部では、年間通して研修会が目白押
しかと思いきや、むしろ全世界の子どもの村をど
うコントロールしていくかといった統括管理の役

割が中心であった。それゆえ、僅かな時間にもか
かわらず全世界の活動状況を垣間見ることができ
た。イムストでは、村の周辺がかなり開発され、
車社会によって発足当初の課題であった不便さを
克服していた。また、短期療養期間や共同の家な
ど、さまざまな施設と試みが行われていることが
分かった。最後に訪れたウィーンでは、「村」の
基本概念をその対極にある都会で展開していくか
我々は疑問視していたが、2年余の活動の中で発
足当初抱えていた課題の大部分がクリアされてい
たことに驚いた。この調査で得た内容を、現在福
岡で建設中である子どもの村に報告すると共に、
今後の啓発活動・研究活動に活用したいと考えて
いる。

＜注＞
1 （　）内の数字は、引用文献 1）の頁数を指す。
2 詳細については、国際本部の質疑応答参照。
3 Haider,F. 2005 Wurzeln des SOS –Kinderdorfes:Über die 

anfänge des weltweiten werks von Hermann Gmainer. 
Austria ;Innsbruck, SOS-Kinderdorf Verlag.の日本語訳。
監訳　金子龍太郎　訳　中島賢介、松岡幸司、阪本恭
子

4 Mie MORIMOTO 京都橘大学
5 受け入れた子どもたちが成人すると退職し、第二の人
生を歩むお母さん職員（以下、おかあさん）のこと。
従来、お母さんは一世代の子どもを成人させると次の
子どもたちを受け入れ、定年まで育てるということに
なっていた。

6 金子龍太郎・坂本雅子 2008　「子どもの村福岡を設立
する会の開設準備状況」　『そだちと臨床』　Vol.5 明石
書店　144-146
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